
平成２８年度 

全国中学校体育大会 

 

 

１ 趣  旨 

 

 

２ 目  的 

 

 

３ 売店設置 

の条件 

 

 

４ 出店者の 

選定 

 

 

 

５ 出店申請 

 

 

６ 出店許可 

 

 

７ 経費負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 出店場所 

及び設置基準 

 

10 取扱物品 

 

 

 

 

 

 

    

売 店 設 置 運 営 要 項 

石川県実行委員会 

 

大会における売店の設置および運営については、売店設置基本方針および関係法令の

ほか、この要項による。 

 

実行委員会が大会の参加者および一般観覧者等に便宜を与え、あわせて広く郷土の物

品を紹介することを目的として、競技会場指定区域内に売店を設置する。 

 

実行委員会は競技会場の使用許可を施設の管理者(以下「財産管理者」という）に申請

する際、会場区域内における売店設置も含めて、財産使用許可申請書を提出し許可を

受けるものとする。 

 

出店者の選定にあたっては、次の事項に留意するものとする。 

（１）営業経験・営業実績ともに顕著で、信頼できる業者であること 

（２）過去に関係法令上の違反処分を受けていないこと 

（３）その他、実行委員会が特に認めるもの 

 

出店希望者は出店申請書(様式１)および必要書類を添付し、平成２８年５月９日から

平成２８年６月３０日までの間に、実行委員会に提出するものとする。 

 

実行委員会は申請内容を審査し、適当であると認めたものについて、出店許可書（様

式２)を交付するものとする。 

 

出店者は、売店の設置･運営および廃止に要する一切の経費を負担するものとする。 

（１）出店者はテント１張りにつき、大会期間全日程で、３５、０００円を実行委員   

会に納入する。（納入先は出店許可書内に明記） 

（２）出店者は都市公園法及び都市公園条例に基づく使用料を、１区画ごと応分負担 

する。負担金額、納入先は全出店申請が提出されてから連絡する。 

（３）地元特産物のみの販売を希望する出店者は、（公財）日本中学校体育連盟の一般 

賛助会員への入会は必要ないが、売上総額の８％を大会還元金として、実行委 

員会に納入する。（納入先は出店許可書内に明記） 

（４）上記（３）以外でJSEC会員ではない出店者は、（公財）日本中学校体育連盟の 

一般賛助会員へ入会するための費用（入会金１０万円と年会費１万円）を実行 

委員会に納入する。（納入先は出店許可書内に明記） 

 

出店の場所は、実行委員会の指定した場所とする。 

 

 

販売品目は、大会参加者および一般観客が必要とするもので、大会にふさわしいもの

とし、おおむね次の物品とする。 

ただし、全国中学校体育大会協賛要項に基づき、（財）日本中学校体育連盟と協賛契約

を締結した企業または団体(以下「協賛者」という)の取扱物品と競合した場合は販売

品目から除外するものとする。（※注 飲料販売については大塚製薬の飲料及び栄養補

助食品・サプリメントのみとする） 

（１）スポーツ用品・大会記念品類 

（２）土産物産 

      包装・内容・品質等において郷土の土産品としてふさわしいものに限る。 

（３）写真、写真材料、その他参加者および一般観覧者が必要とする最小限のもの 
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出店者および従業員は、営業中に次の事項を遵守しなければならない。 

（１）売店等には出店許可書を見える場所に掲示すること。 

（２）実行委員会および財産管理者の指示に従い、良識ある売店等の管理運営を行う 

とともに、販売品の搬入・搬出は、大会および競技運営に支障をきたさないよ 

う速やかに行うこと。 

（３）電源は出店者が用意すること。 

（４）拡声器・音響機類は使用しないこと。 

（５）荒天や強風等でテントでの営業に危険性があり、大会運営に支障をきたす 

おそれがあると石川県実行委員会が判断した場合、販売時間の一部または 

全部を中止とすること。 

（６）その他、大会の趣旨を考慮し、信義に従い誠実に実行すること。 

 

売店においては次の事項を禁止する。 

（１）出店の権利を第三者に譲渡し、転貸しまたは売店の管理運営を委託すること。 

（２）商品を不当な価格で販売すること 

（３）指定された売店以外で立売りおよび呼込み販売すること 

（４）危険物を販売すること 

（５）出店申請品以外の販売をすること 

 

実行委員会は出店者が次の各号の一つに該当するときは、出店許可を取り消すものと

する。 

（１）関係法令ならびに売店設置運営要項等に違反したとき 

（２）その他、実行委員会及び財産管理者が不適当と認めたとき。また、上記第１０ 

項のとおり、協賛者と販売物品が競合した場合には、急きょ出店許可を取り消 

すこともあり得る。 

 

出店者が、施設、販売対象者等に損害を加えたときは、賠償の責任を負うものとする。 

 

出店者は大会終了後、速やかに出店に要した諸物品を搬出し、原状に復し、実行委員

会の検査を受けなければならない。 


